
第３回米原市定例教育委員会 
・ 

日 時：平成１７年４月２０日 
１５時３０分開会 

場 所：米原市役所山東庁舎  
 ３階 委員会室 

 
 
出席者 松嶌委員長 山岡委員 竹中委員 

※田中委員は所用の為欠席 
瀨戸川教育長 小野部長 安田課長 中井課長  
中川課長 中川補佐 津田参事 福永館長 

書 記 二之宮 
 
 
１）開会あいさつ 
          松嶌教育委員長 
 
２）議事 
 
議案第５４号 米原市就学援助規則の一部を改正する規則について 
議案第５５号 米原市特殊教育就学奨励規則の一部を改正する規則について 
 
津田参事：収入役をおかない条例が制定されたため収入役を助役に変更する内容である。

施行は５月１日からとします。 
 
山岡委員：助役と収入役の関係は 

 
津田参事：収入役を廃止し、助役が権限を兼掌することとなる。 

 
                                   承認 
 
議案第５６号 米原市教育センター条例施行規則の一部を改正する規則について 
 
 津田参事より規則の変更概要を説明 
 
安田課長：第４条の事務分掌については研究員が県からの派遣であることから職務の表

し方を厳密にし、その旨明確にしている。 
 

承認 
 
議案第５７号 米原市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について 
 
 中川課長より規則の変更概要を説明 
 
山岡委員：連休の場合も翌日のみが休日となるのか 



 
中川課長：連休でも最終日の翌日のみ休館日となるため、休館日が２日続くことはない。 

 
山岡委員：議案の規定は解釈が難しく、明確に規定する必要がある。 

 
中川課長：伊吹山資料館が明確に規定しているので見習って、祝日の翌日が土曜でも開

館とする。 
 
松嶌委員長：閉館日は公民館、資料館ともに統一した休日にしたほうが一般に明確に公

示できる。 
 
福永館長：現在、薬草の里文化センターは金曜が休日の場合、土曜日を振替で休日とし

ている。 
 
松嶌委員長：土曜を休日としても年間３日程度で問題はないのでは。 

 
福永館長：スパーク伊吹も事実上管理しているため、休館日である月曜も職員は出勤し

ており、祝日の翌日が土曜となった場合も出勤となると職員の休日がなくなる。 
 
瀨戸川教育長：連休等の場合はどのようなシフト構成をしているのか。 

 
福永館長：代休での対応となるが職員の代休消化はまったくできておらず、休日なしで

職員は出勤している状況である。 
 
松嶌委員長：代休消化できないのは問題だが、４人の正職員がおり、また臨時職員も１

人、代行員１人、図書にも１人いるのでシフト的に問題ないのではないの

か。 
 
中井課長：スパーク伊吹の管理をしているとのことだが、鍵を渡す以外に実際に管理業

務をおこなっているのか。 
  
福永課長：事実上は管理している。 

 
中井課長：山東、米原にもスパークはあるが、伊吹のみ鍵を渡す以外に管理業務がある

というのが不思議であるが、鍵のみを渡すために月曜出勤しているというこ

となら、前日に鍵を渡す等なんらかの対応はでき、月曜出勤は必要ないと思

われる。 
 
松嶌委員長：スパークを月曜休日にして薬草の里も休日にしては。 

 
瀨戸川教育長：スパークは事業団との話し合いが必要であるため月曜を休日にするのは

問題があるのでは。 
 
松嶌委員長：使用料の徴収や、鍵を渡すのを前日におこない薬草の里を月曜休日とすれ

ば問題ないので公民館、資料館すべてを含めて土日は開館とし、問題があ

れば再度提出してもらう。 



津田参事：この議案第５７号については、第４条１号を「月曜日。ただし、国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」

という。）である場合は開館とする。」に修正し、第２号を「休日の翌日以降

最初の日であって、土曜日、日曜日または休日でない日。」に修正した上で審

議願いたい。 
山岡委員：いまの文言でいい。 

 松嶌委員長：それでは事務局から再提案のあったとおり承認してよろしいか。 
 

承認 
 
議案第５８号 米原市同和教育推進本部設置規程の一部を改正する規程について 
 
津田参事より変更概要の説明 

 
                                承認 
 
 
議案第５９号 米原市委員の任命について 
 
中井課長より変更概要の説明 

 
山岡委員：スポーツ推進員に米原がないのはなぜか 

 
中井課長：旧米原では推進員は廃止していたため、次回の区長会で内容を説明し推進員

の推薦をしてもらう。 
津田参事：併せて一色集会所運営協議会委員についても承認願いたい。 

 
                                  承認 
 
議案第６０号 後援名義の使用承認について 
 
津田参事より後援名義の説明 

 
                                  承認 
 
議案第６１号 米原市柏原歴史館条例施行規則の一部を改正する規則について 
議案第６２号 米原市醒井宿資料館条例施行規則の一部を改正する規則について 
 
 津田参事：先ほど審議のあった議案第５７号に関連して、両施設の規則休館日の規定を、

同様に改めるものです。 
 
                                                                    承認 
 
４．報告事項 
 
・各種補助金要綱の制定等について 



 
 津田参事より要綱についての説明 
 
津田参事：要綱については市長部局より制定されるため報告というかたちとなる。 

 
山岡委員：地域の学び促進事業補助金交付要綱の予算はどの程度みているのか。 

 
中川課長：総額 200 万、旧町単位で各 75 万ほど予算をみている。 

 
以上をもって第３回定例教育委員会を１８時１０分に終了した。 

 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日 
 

上記について承認します。 
 
教 育 委 員 長                      
 
教育委員長職務代理者               
 
教 育 委 員                  
 
教 育 委 員                  
 
教育委員（教育長)                 


	議事
	議案第５４号 米原市就学援助規則の一部を改正する規則について
	議案第５５号 米原市特殊教育就学奨励規則の一部を改正する規則について
	議案第５６号 米原市教育センター条例施行規則の一部を改正する規則について
	議案第５７号 米原市公民館条例施行規則の一部を改正する規則について
	議案第５８号 米原市同和教育推進本部設置規程の一部を改正する規程について
	議案第５９号 米原市委員の任命について
	議案第６０号 後援名義の使用承認について
	議案第６１号 米原市柏原歴史館条例施行規則の一部を改正する規則について
	議案第６２号 米原市醒井宿資料館条例施行規則の一部を改正する規則について

	報告事項
	各種補助金要綱の制定等について


